
 

 

令和７年度（２０２５年度） 

熊本県育休等代替臨時職員・ 

常勤職員代替臨時的任用職員 

 

登録案内・申込書 

【免許資格職・大学卒業程度】 

獣医師 薬剤師 

保健師 看護師 

臨床検査技師 管理栄養士 

作業療法士 理学療法士 

言語聴覚士 診療放射線技師 

保育士 社会福祉 

心理判定員  

 

登録は随時受け付けています。 

 

 

 

登録申込先：熊本県健康福祉部健康福祉政策課 



１ 育休等代替臨時職員及び常勤職員代替臨時的任用職員について 

（１） 育休等代替臨時職員 

県の機関で、産前・産後休暇及び育児休業を取得する正職員の代替として任期を定

めて勤務していただく職員です。 

（２） 常勤職員代替臨時的任用職員 

県の機関で、正職員の休職、退職等による欠員が生じた場合に代替職員として勤務し

ていただく職員です。 

 

２ 採用までの流れ 

  免許資格等を確認の上、採用試験の受験候補者として名簿に登録します。 

採用試験を実施する場合、希望される勤務地を考慮の上、試験について御案内します。 

採用試験の受験については、勤務条件等を考慮の上御判断ください。 

なお、採用試験は、産前・産後休暇及び育児休業を取得する職員がいる場合や休職もしく

は退職等により正職員に欠員を生じた場合に実施します。登録されても、育児休業を取得す

る職員数が少ない場合や欠員が生じない場合は、試験を実施しないこともありますので、あら

かじめご了承ください。 

採用試験を受験され、合格された場合、任用候補者として合格者名簿に登録します。 

 

 

 

 

 

 

※  一度登録された方は、登録の抹消を希望しない限り申込みから３年間登録が継続され

ます。１回の任期が終了しても、名簿登録有効期間内に別の職員が育児休業等を取得

する場合や欠員が生じる場合には、再度採用されることがあります。 

※  試験等実施の際に専門的な知識及び能力について確認します。 

 

 

３ 各職種の登録要件 

職種 勤務先等 登録要件 

獣医師 県庁、保健所、家畜保健衛生所、食

肉衛生検査所等における食品衛

生、乳肉衛生、と畜検査業務等 

(資格)獣医師免許を有する者 又は 

１年以内に取得見込みの者  

※(国籍)日本国籍 

薬剤師 県庁、保健所、保健環境科学研究

所等における薬事、食品衛生、試験

研究業務等 

(資格)薬剤師免許を有する者 又は 

１年以内に取得見込みの者  

※(国籍)日本国籍 

保健師 県庁、保健所等における保健予防

業務等 

(資格)保健師免許を有する者 又は 

１年以内に取得見込みの者  

※(国籍)国籍不問 

看護師 こども総合療育センター、こころの医

療センター等における看護業務等 

(資格)看護師免許を有する者 又は 

１年以内に取得見込みの者  

※(国籍)国籍不問 
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職種 勤務先等 登録要件 

臨床検査技師 保健所、こども総合療育センター、

こころの医療センター等における

公衆衛生、環境保全業務等 

(資格)臨床検査技師免許を有する者 又は 

 １年以内に取得見込みの者  

※(国籍)国籍不問 

管理栄養士 保健所、こども総合療育センター、

こころの医療センター等における

栄養指導業務等 

(資格)管理栄養士免許を有する者 又は 

１年以内に取得見込みの者  

※(国籍)国籍不問 

作業療法士 

 

こども総合療育センター、こころの

医療センター等における作業療法

業務等 

(資格)作業療法士免許を有する者 又は 

１年以内に取得見込みの者  

※(国籍)国籍不問 

理学療法士 こども総合療育センター、こころの

医療センター等における機能訓練

業務等 

(資格)理学療法士免許を有する者 又は 

１年以内に取得見込みの者  

※(国籍)国籍不問 

言語聴覚士 福祉総合相談所、こども総合療育

センター等における言語療法業務

等 

(資格)言語聴覚士免許を有する者 又は 

１年以内に取得見込みの者  

※(国籍)国籍不問 

診療放射線技

師 

保健所、こども総合療育センター、

こころの医療センター等における

公衆衛生、環境保全業務等 

(資格)診療放射線技師免許を有する者 又は 

 １年以内に取得見込みの者  

※(国籍)国籍不問 

保育士 

 

 

福祉総合相談所、こども総合療育

センター、清水が丘学園等におけ

る保育士、児童自立支援業務等 

(資格)保育士免許を有する者 又は 

１年以内に取得見込みの者  

※(国籍)国籍不問 

社会福祉 

 

 

福祉総合相談所、こども総合療育

センター、清水が丘学園等におけ

る保育士、児童自立支援業務等 

(資格)次の①又は②に該当する者 

① 社会福祉士免許を有する者 又は 

１年以内に取得見込みの者 

② 児童自立支援専門員の有資格者 又は 

取得見込みの者 

※(国籍)日本国籍 

心理判定員 福祉総合相談所、こども総合療育

センター等における心理判定業務

等 

(資格)学校教育法による大学（短期大学を

除く）において心理学を専攻（教養課程のみ

の心理学履修者は除く）し、卒業した者（卒業

見込みの者を含む）  

※(国籍) 日本国籍 

 

※ 各免許取得見込みの者は免許取得後、卒業見込みの者は卒業後の採用となります。   

※ 採用時までに免許を取得していない場合は採用されません。 

 

ただし、次のいずれかに該当する方は、登録申込できません。 

（１） 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの者 

（２） 熊本県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

（３） 日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 



４ 登録の申込み 

  申込みは随時受け付けます。 

（１） 必要事項を記入し写真を貼った登録申込書 

（２） 免許を有する者は免許証の写し（取得見込みの者については免許を取得後） 

（３） 表面に住所、氏名及び郵便番号を記入し、登録申込み受理通知を裏面に貼ったはがき 

上記（１）から（３）をそろえて、下記「８ 申込み及び問合せ先」に郵送または持参してく

ださい。なお、郵送の際は、申込みの封筒の表に「代替臨時職員登録申込」と朱書し、特

定記録郵便で郵送してください。 

書類確認後、登録手続きを経て受理通知を送付します。 

３週間経過しても受理通知が届かないときは、申込先に問い合わせてください。 

 

５ 勤務条件等 

（１） 任用期間 

 ア 育休等代替臨時職員 

正職員の産前・産後休暇及び育児休業期間の全部又は一部の期間（基本的には１年

程度）ですが、育児休業中の正職員が予定より早く復帰した場合等は、当初の任用期間

より早く退職となることがあります。 

 イ 常勤職員代替臨時的任用職員 

正職員の休職、退職等により欠員が生じた期間のうち、６月を超えない期間です。 

なお、１回に限り６月を超えない期間で更新することがあります。 

（２） 給与（月額の一例：令和７年（２０２５年）４月１日現在） 

  ア 獣医師   （大学６年制卒）251,500円 （大学卒） 234,600円 

  イ 薬剤師   （大学６年制卒）249,200円 （大学卒） 232,500円 

  ウ 保健師  （大学卒）    258,500円 （短大３年制卒）253,100円 

  エ 看護師   （短大３年制卒）253,100円 （短大２年制卒）249,400円 

  オ 臨床検査技師  （大学卒）    232,500円 （短大３年制卒）224,900円 

  カ 管理栄養士   （大学卒）    232,500円 （短大卒）    216,300円 

  キ 作業療法士   （大学卒）    232,500円 （短大３年制卒）224,900円 

  ク 理学療法士   （大学卒）    232,500円 （短大３年制卒）224,900円 

  ケ 言語聴覚士   （大学卒）    232,500円 （短大３年制卒）224,900円 

  コ 診療放射線技師  （大学卒）    232,500円 （短大３年制卒）224,900円 

  サ 保育士          201,000円 

  シ 社会福祉          213,600円 

  ス 心理判定員       （大学卒）    213,600円 

     ※いずれも学歴、職歴に応じた加算措置があります。 

       〇 諸手当（通勤手当、住居手当、期末勤勉手当など） 

       〇 勤務が６月を超えた場合は退職手当 

（３） 育休等任期付職員の選考の対象（※育休等代替臨時職員として採用された場合） 

 職員が一定期間以上の育児休業等を取得するとき、必要に応じ、育児休業等の請求

期間を任用の限度として、任期を定めた職員（育休等任期付職員）を、育休等代替臨時

職員採用試験の合格者の中から選考により採用する場合があります。 

 

 



６ 試験結果の情報提供 

この試験の結果については、以下のとおり情報の提供を求めることができます。 

受験者本人が①受験票又は合格通知書及び②本人であることを証明する書類（運転免許

証、旅券等）を持参の上、試験を実施した所属にて手続きをしてください。 

なお、提供可能期間中の午前８時３０分から午後５時１５分までの間に直接提供場所へお

越しください。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律により休日とされる日は

受付をすることができません。 

また、電話、メール、郵便等による情報の求めに対しては提供できません。 

提供を求めることが 

できる人 
提供する内容 提供可能期間 開示場所 

受験者本人 総合順位及び総合得点 合格発表の日から１か月間 試験を実施した所属 

 

７ その他 

（１） 免許資格職以外の職種（一般事務）につきましては、年に１回程度（毎年４月頃）、採用試

験を実施しております。試験を実施する時期に県のホームページに掲載しますので、ご確認

ください。  

＜免許資格職以外の職種（一般事務）に関する問合せ先＞ 

熊本県総務部人事課人事班（県庁行政棟本館４階） 

     〒862-8570 熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号  

電話 096-333-2053（直通） 

（２） 名簿からの登録抹消を希望される場合は、以下記載の問合せ先宛て書面（様式任意）に

てお申し出いただきますようお願いします。 

   

８ 申込み及び問合せ先 

熊本県健康福祉部健康福祉政策課（県庁行政棟新館３階） 

〒862-8570 熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号  

電話 096-333-2192（直通） 


